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本研究 プロジェク トは、会計 ビッグバ ンがわが国の企業経営 にどのよ うな影響 を

及ぼ し、企業がそれ に どの よ うに対応 してい るのか を考察す ることである。各 メン

バーの特定 の研 究分野の視点か ら、最近の問題点 を以下のご とく検討 してい る。

「会計 ビ ッグバ ンに よ る企 業経 営 の変 革 と

会 計制 度 」

藤 田 昌 久

バブル経済 の崩壊 によって、企業経営 に大変革 が発生 した。一つは企業の枠組み

の再構築 、す なわち コーポ レー ト・ガバナ ンスの確立で ある。 わが国の企業は世界

的に注 目され 、高い評価 をえた 「日本的経営」 に支 え られて繁栄 してきた。 しか し、

度重な る企業不祥事や政官財 の癒着 に よって、 日本的経営は十分に機能 しな くなっ

て しまい、新 しい時代 に対応すべ きコーポ レー ト ・ガバナンスの確 立が必要 となっ

た。

も う一つ は国際化 、情報化 の進展 に よって企業会計制度 の変革 を余儀 な くさせ ら

れ たこ とである。 こ うした状況 の下で、わが国の会計基準の改正、新基準の導入 、

そ して関連法規の改正 が行 われ たのである。

会計 ビ ッグバ ン とは、次の よ うな内容 を意味 してい る。
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1.企 業 集 団 の会 計 ・税 務

(1)連 結会計の問題

特 に、連結財務諸表 を作成す るにあたって、連結対象会社 の範 囲 を拡大す るとい

うこと。

バ ブル経済の崩壊 によって大企業の倒産が増 大 した。 その結果 、企業 が公表 して

い る財務諸表の信頼性が失 われ るこ ととなった。連結財務諸表 にお ける連結外 しは

会計情報の透 明性 を損 な うこととなったのであ る。そ して、持株基準 か ら実質的支

配 ・影響 とい う考 え方が導入 され ることとなった。連結財務諸表 の情報 の透 明性 を

確保す るた めに現在 も連結範囲の拡大傾 向は継続 してい る。

② 連結納税 の問題

わが国において、最近連結納税 申告制度 が導入 されたが、 当該制度 の特徴 、租税

政策等 について検討 してきた。

2.税 効 果 会 計

企業会 計は会計基 準に基づいて財務諸表 を作成 し、企業の財務 に関す る情報 を利

害関係者 に提供 してい る。税法は、企業会 計の損益 を基礎 として、課税 の公平、担

税力への配慮、経済政策の促進 、罰則の有用性 を図 るために会計基準 と異 なる規定

を設 けて、課税標準 としての課税所得 を計算 して、納税額 の算定 を 目的 としてい る。

こ うした企業会計 と税法 との 目的の違いは、収益お よび費用の計上時期 をは じめ資

産お よび負債の評価 な どの相違 をもた らしてい る。

税効果会計は、 こ うした企業会計 と税法 との差異 を 「法人税等」の税金額 に集約

して 、 これ を適 切 に期間配分 して財務諸表 に表示 し、 「税 引前 当期純利益」 と 「法

人税等」 を合理 的に対応 させ ることを 目的 とした財務会計にお ける税金配分の会計

手続 き問題 である。

3.キ ャ ッシ ュ フ ロー 計 算 書 の 導 入

わが国におけ るキャ ッシ ュフ ロー計算書 は連結情報の充実 とい う観点か ら導入 さ

れた。わが国企業 の多角化 ・国際化 が進展 し、海外投資家 の参入が増加 したため、

連 結情報 に対す る関心が高ま り、その結果 として制度化 された ものである。

4.退 職 給 付 会 計

わが国での金融破綻以 降、超低金利時代が到来 し、資金 の運用難 とい う問題 が退
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職給付会計制度 の導入 となった。

5.資 産、負債、金融商品に時価評価を導入することによって、会計情報

の透明性を確保すること

最 近 の 動 向

1.減 損 会 計 基 準 の 設 定

事業用 の土地 ・建物 な ど固定資産の含み損 を財務諸表に反映 させ る 「減 損会計」

が2005年4月 期 か ら強制的に導入 され る ことになってい る。

減損会計 とは、企業が所有 している固定資産 の資産価値 が帳簿価格 より著 しく目

減 りしてい る場合、その差額 を損失 として計上す る。収益 を生まず 、投資 した資金

を回収で きそ うもない固定資産が割高 な簿価で計上 されてい る状況 を正す ために行

われ るもの。

{1)対 象 となる固定資産

工場 、本社、支店 ビル、福利厚生施設 など事業用 の土地、建物、設備な どが対象。

賃貸 ビル 、賃貸マ ンシ ョン といった投資不動産 も該 当。

企業買収で発生す る営業権 、知的財産 な ど無形 固定資産 に も適用 され る。

② 資産価値の測定

投下資金 の うち、回収 可能分 を現在 の資産価値 とみなす。

(3)企 業への影響、企業 は どの よ うに対応 してい るのか。

2.企 業 結 合 会 計 基 準 の 設 定

わが国で初 めて企業結合全般 を対象 とした会計基準であ り、平成18(2006)年4月

1日 以降開始事業年度 か ら適用 され る。

企業結合 とは、あ る企業(事 業)と 他 の企業(事 業)が 一つ の報告単位 に結合 さ

れ ることをい う。

企業結合の定義 を充たす取 引はすべ て適用対象 となる。

企業結合 に該 当す る取引

(1)独 立企 業間の企 業結合

② 共 同支配企業の形成

⑧ 共通支配下 の取 引

企業結合 に該 当 しない取引
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(1)少 数株 主 との取引

② その他(共 通支配 下類似)

当該 プロジェク トにおける小生の調査研 究は、前年に引き続 き連結会計、連結納

税 、減損会計に焦点 を絞 って進行 中である。

「医療機 関の業績評価」

木 下 照 嶽

1.業 績 測 定 と評 価 の 必 要性

医療技術 が、加速度的 に発展す る時代 に入 った超高齢社会 においては、医療機 関

の経営 あるいは医療 サー ビスに関 して、 コス トを抑制 しなが ら、サー ビスの質 を向

上 させ るこ とが最 も大切 な課題 となる。今 日のよ うな超高齢化社会 において、医療

機 関の経 営者 に とっては もちろんの こと資金提供者 としての国家 ・サー ビス受益者

としての患者 のいずれに とって もその意義は大 きい。

医療技術 の向上 は、新 しい医療 の開発が進み、 医療現場へ導入 され ると、設備 投

資やひ いては減価償却費 の負担 と、新 しい器機 に対応 可能 なスタッフが必要 となる

ことか ら、医療機 関相互 の間 に、経営上大きな差異が生 じる。

しか し、他面において、過去には治療不可能 とされた諸種 の疾 患 も根治 され る こ

とになるが、国の医療費の増加 と患者側の負担増 は、避 けて通れ ない問題 であ る。

こ うした ことか ら、一面において医療機 関の健全 な経営のための医療機器 、ス タッ

フな どの コス トの管理 と、医療サー ビスに対す る患者側 のニー ズに十分応 えるとい

う質の向上 に関 して、その業績の評価 が必要 とな る。

具体的には経営資金 の獲i得、投下資本 の効率的活用、 さ らにそ うした機 能を有効

に支援 す る会計 システ ムの役割が大切 となる。

さらに業績測定 ・評価 は、資金 、スタッフ、資産 、時間 とい う経営資源 を有効 に

活用す るには、必要 とされ るコス トの管理 とい うことがその前提 とな る。

企業における業績評価 は、一般 に(1)絶 対額 としての売上、利益(売 上総利益、

営 業利益 、経常利益 な ど)、(2)経 営分析 で用 い られ て諸種 の経営比率(資 本利益

率、売上利益率 、資本 回転率 な ど)、(3)経 済性 、効率性 、有効性 な どの資源 の制

約 、資源の効率的運用、成果の達成度 な どが、その特質 とされ る。
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